
○事後審査型一般競争入札の手続きの流れ 

 

※事後審査型一般競争入札参加希望者は、原則として申請時に「入札参加申請書」のみを提出

し、入札執行後、落札候補者が提出する「入札資格確認書類」の審査により、落札者が決定され

る入札方式です。 

 

公 告 

①入札通知は送付せず、入札案件の説明は全て公告により行います。  

②公告場所は、西郷村ホームページとします。 

 

設計図書等 

①設計図書等は、公告日から西郷村ホームページよりダウンロードにより取得するものとしま

す。 

 

入札参加申請 

①入札参加希望者は、「事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書（別記第１号様式）」に必

要書類を添付し、公告に示した日時までに、財政課に提出（郵送は不可。）してください。なお、

受付最終日の受付は午後４時までとし、受付期日を過ぎて提出された申請書は受理しません。

また、申請者が明らかに資格を有さない場合も受理しません。 

②申請書様式は、西郷村ホームページからダウンロードしてください。 

 

質問・回答 

①質問は、公告に示した日時、場所に書面により提出してください。 

②回答の必要がある場合は、西郷村ホームページにて回答します。 

 

入札及び落札候補者の決定 

①入札は、公告で示した日時、場所で執行します。 

②落札候補者の決定は、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者と

します。 

③1 度目の札入れで予定価格を下回らない場合には、再度、札入れを行います。 

④落札候補者となるべき同価格の入札者が２者以上いるときは、くじ引きにより落札候補者

及び落札候補者以外の入札者の順位を決定するものとします。 

⑤落札候補者以外の入札者において、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を

次順位者とします。 

⑥落札候補者が決定したときは、当該落札候補者に対して落札候補者決定通知書（別記第２号



様式）により通知します。 

⑦落札候補者となるべき者がいないときは、入札を不調とします。 

 

確認書類の審査及び落札者の決定 

①落札候補者は、指定された期限までに、指定された入札参加資格確認書類を財政課に提出

（郵送は不可。）してください。なお、確認書類が期限までに提出されない場合は、落札候補者

の入札を無効とします。 

②入札参加資格の審査は、提出された審査書類を審査し、入札参加資格要件を満たしている

場合には、当該落札候補者を落札者と決定します。なお、満たしていない場合には、予定価格

の制限の範囲内で応札した次順位から確認書類の提出を求め、順次審査を行い、入札参加資

格を満たしている者１人が確認できるまで行います。 

③落札者の決定は、原則として確認書類の提出があった日から起算して３日（休日は除く。）以

内に行います。 

④落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電子メールにより連絡し、契約締結に必要な

指示を行います。 

 

入札参加資格がないと認められた者 

①審査において、入札参加資格がないと認められた者に対しては、事後審査型一般競争入札

参加不適格通知書（別記第３号様式）により通知します。 

②通知を受理した者は、通知日の翌日から起算して５日（５日目が休日の場合はその翌開庁

日。）以内に、村に対して書面により入札参加資格がないと認められた理由について説明を求

めることができます。 

③村は、説明を求められたときは、書面を受理した日の翌日から起算して３日（３日目が休日

の場合はその翌開庁日。）以内に書面にて回答します。 

 

契 約 

①落札者を決定した日の翌日から起算して５日（５日目が休日の場合は翌開庁日。）以内に、落

札者と契約を締結します。 


